
○
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

○
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例

昭
和
五
十
四
年
三
月
十
三
日

山

口

県

条

例

第

三

号

（
設
置
）

（
設
置
）

第
一
条

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下

第
一
条

（
略
）

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業
能
力
開
発
校

を
設
置
す
る
。

（
名
称
及
び
位
置
）

（
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条

職
業
能
力
開
発
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

（
略
）

名

称

位

置

山
口
県
立
東
部
高
等
産
業
技
術
学
校

周

南

市

山
口
県
立
西
部
高
等
産
業
技
術
学
校

下

関

市

（
業
務
）

（
業
務
）

第
三
条

職
業
能
力
開
発
校
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

第
三
条

（
略
）

一

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二

法
第
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係

者
に
対
す
る
援
助
を
行
う
こ
と
。

三

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
技
能
検
定
に
関
す
る
援
助
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及

び
向
上
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
四
条

前
条
第
一
号
の
職
業
訓
練
に
係
る
教
科
、
訓
練
時
間
、
設
備
そ
の
他
の

事
項
に
関
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
規
則
で
定
め

る
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
五
条

職
業
能
力
開
発
校
に
、
校
長
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
。

第
四
条

（
略
）
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（
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
）

第
六
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
指
導
員
は
、
都
道

府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
た
者
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
四
十
八
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
（
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
及
び
職
業
訓
練
指
導
員
試
験

に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て

は
、
同
規
則
第
三
十
九
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
を
修
了

し
た
者
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
授
業
料
等
）

（
授
業
料
等
）

第
七
条

職
業
訓
練
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
山
口
県
使
用
料
手

第
五
条

（
略
）

数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
授
業
料
、
入
学
選
考
料
又
は
入
学
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
業
能
力
開
発
校
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
）

（
職
業
能
力
開
発
校
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
）

第
八
条

法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、

第
六
条

（
略
）

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
職
業
訓
練
と
す
る
。

一

主
と
し
て
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
職
業
訓
練

二

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
準
ず
る
職
業
訓
練

三

そ
の
教
科
の
全
て
の
科
目
に
つ
い
て
簡
易
な
設
備
を
使
用
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
職
業
訓
練

（
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
職
業
訓
練
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
）

（
職
業
能
力
開
発
校
の
行
う
職
業
訓
練
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
職
業
訓
練
）

第
九
条

法
第
十
五
条
の
六
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
業
訓
練
は
、
職
業
を
転

第
七
条

（
略
）

換
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
等
に
対
す
る
迅
速
か
つ
効
果
的
な
職
業
訓
練
と
す

る
。

（
そ
の
他
）

（
そ
の
他
）

第
十
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
能
力
開
発
校
の
運
営
及
び
管

第
八
条

（
略
）

理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
の
日
以
後
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
入
学
し
て
現

に
在
学
中
の
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

○
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則

昭
和
四
十
四
年
十
月
十
一
日

山
口
県
規
則
第
四
十
六
号

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
山

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
山

口
県
条
例
第
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山

口
県
条
例
第
三
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校

口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
（
以
下
「
職
業
能
力
開
発
校
」
と
い
う
。
）
の
運
営

（
以
下
「
職
業
能
力
開
発
校
」
と
い
う
。
）
の
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
必
要

及
び
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
訓
練
科
等
）

（
訓
練
科
等
）

第
二
条

職
業
能
力
開
発
校
に
別
表
に
掲
げ
る
普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
及
び

第
二
条

（
略
）

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
訓
練
科
を
設
置
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
訓
練
科
ご
と
の
訓
練
生
（
職
業
訓
練
を
受
け

る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

３

第
一
項
に
定
め
る
訓
練
科
の
ほ
か
、
職
業
能
力
開
発
校
に
短
期
課
程
の
普
通

職
業
訓
練
に
係
る
訓
練
科
を
臨
時
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
訓
練
科
ご
と
の
訓
練
生
の
定
員
は
、
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
。

（
普
通
課
程
の
訓
練
基
準
）

第
三
条

普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
条
例
第
四
条
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

訓
練
の
対
象
者

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に

規
定
す
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
こ

れ
ら
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
職
業
に
必
要
な

技
能
（
高
度
の
技
能
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
よ
う

と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

教
科

そ
の
科
目
が
将
来
多
様
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
有
す

る
労
働
者
と
な
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識

を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

訓
練
期
間

一
年
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
訓
練
の
対
象
と
な
る
技
能
及

び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
の
内
容
、
訓
練
の
実
施
体
制
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
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難
い
場
合
に
は
、
一
年
以
上
四
年
以
下
の
期
間
内
で
当
該
訓
練
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

訓
練
時
間

一
年
に
つ
き
お
お
む
ね
千
四
百
時
間
で
あ
り
、
か
つ
、
教
科

の
科
目
ご
と
の
訓
練
時
間
を
合
計
し
た
時
間
（
以
下
「
総
訓
練
時
間
」
と
い

う
。
）
が
千
四
百
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

設
備

教
科
の
科
目
に
応
じ
当
該
科
目
の
訓
練
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

訓
練
生
の
数

訓
練
を
行
う
一
単
位
に
つ
き
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

七

職
業
訓
練
指
導
員

訓
練
生
の
数
、
訓
練
の
実
施
に
伴
う
危
険
の
程
度
及

び
指
導
の
難
易
に
応
じ
た
適
切
な
数
で
あ
る
こ
と
。

八

試
験

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
区
分
し
、
訓
練
期
間
一
年
以
内
ご
と

に
一
回
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
最
終
の
回
の
試
験
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進

法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
二

十
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
技
能
照
査
を
も
っ
て

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
短
期
課
程
の
訓
練
基
準
）

第
四
条

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
係
る
条
例
第
四
条
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

訓
練
の
対
象
者

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し

く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
同
等

以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
職
業
に
必
要
な
技
能
（
高
度

の
技
能
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

二

教
科

そ
の
科
目
が
職
業
に
必
要
な
技
能
（
高
度
の
技
能
を
除
く
。
）
及

び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

訓
練
期
間

六
月
（
訓
練
の
対
象
と
な
る
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識

の
内
容
、
訓
練
の
実
施
体
制
等
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
一
年
）
以
下
の
適
切
な
期
間
で
あ
る
こ
と
。

四

訓
練
時
間

総
訓
練
時
間
が
十
二
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

設
備

教
科
の
科
目
に
応
じ
当
該
科
目
の
訓
練
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

訓
練
生
の
数

訓
練
を
行
う
一
単
位
に
つ
き
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。

七

職
業
訓
練
指
導
員

訓
練
生
の
数
、
訓
練
の
実
施
に
伴
う
危
険
の
程
度
及

び
指
導
の
難
易
に
応
じ
た
適
切
な
数
で
あ
る
こ
と
。

八

試
験

訓
練
の
終
了
時
に
行
う
こ
と
。
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（
教
科
等
）

（
教
科
等
）

第
五
条

職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
訓
練
科
ご
と
の
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
訓

第
三
条

職
業
能
力
開
発
校
に
お
け
る
訓
練
科
ご
と
の
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
訓

練
時
間
数
は
、
前
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
、
校
長
が
定
め
る
。

練
時
間
数
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令

第
二
十
四
号
）
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
校
長
が
定
め
る
。

（
休
校
日
）

（
休
校
日
）

第
六
条

休
校
日
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条

（
略
）

一

日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

規
定
す
る
休
日

三

夏
期
休
校

八
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

四

冬
期
休
校

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

２

校
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
休
校
日
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
校
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
入
学
の
許
可
）

（
入
学
の
許
可
）

第
七
条

職
業
能
力
開
発
校
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
出
願
者
」
と
い

第
五
条

（
略
）

う
。
）
は
、
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

校
長
は
、
出
願
者
に
つ
い
て
選
考
を
行
い
、
入
学
の
許
可
を
決
定
し
た
と
き

は
、
当
該
出
願
者
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
出
願
者
（
別
に
定
め
る
出
願
者
を
除
く
。
）
は
、

そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
保
護
者
（
出
願
者
が
未
成
年
の
場
合
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
連
署
の
誓
約
書
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
学
及
び
退
学
）

（
休
学
及
び
退
学
）

第
八
条

訓
練
生
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
引
き
続
き
二

第
六
条

（
略
）

月
以
上
休
学
し
、
又
は
職
業
能
力
開
発
校
を
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保

護
者
連
署
の
休
学
願
又
は
退
学
願
を
校
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
復
学
）

（
復
学
）

第
九
条

休
学
中
の
訓
練
生
は
、
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
校
長
の
許
可
を

第
七
条

（
略
）

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
除
籍
）

（
除
籍
）

第
十
条

校
長
は
、
訓
練
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ

第
八
条

（
略
）

れ
を
除
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

正
当
な
理
由
が
な
く
て
授
業
料
を
滞
納
し
、
督
促
を
受
け
て
も
納
入
し
な



い
と
き
。

二

死
亡
し
、
又
は
行
方
不
明
に
な
つ
た
と
き
。

（
退
学
処
分
等
）

（
退
学
処
分
等
）

第
十
一
条

校
長
は
、
訓
練
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

第
九
条

（
略
）

い
て
は
、
こ
れ
に
対
し
て
退
学
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

成
績
不
良
そ
の
他
の
理
由
で
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
き
。

二

校
長
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
訓
練
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

２

校
長
は
、
訓
練
生
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
て
戒
告
又
は
停
学
の
処
分

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
寄
宿
舎
）

（
寄
宿
舎
）

第
十
二
条

職
業
能
力
開
発
校
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
寄
宿
舎
を
置
く
。

第
十
条

（
略
）

２

校
長
は
、
職
業
能
力
開
発
校
に
通
う
こ
と
が
困
難
な
訓
練
生
を
寄
宿
舎
の
収

容
能
力
に
応
じ
て
入
舎
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
）

（
そ
の
他
）

第
十
三
条

校
長
は
、
前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
職
業
能
力
開
発
校

第
十
一
条

（
略
）

の
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
、
校
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
校
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
改
正
し
、
又
は
廃
止

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
山
口
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規

定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中
の
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



別
表(

第
二
条
関
係)

別
表(

第
二
条
関
係)

（
略
）

職
業
能
力
開

職
業
訓
練

訓
練
課
程

訓
練
科

訓
練
生

発
校
名

の
種
類

定

員

山
口
県
立
東

普
通
職
業

普
通
課
程

機
械
加
工
科

四
〇
人

部
高
等
産
業

訓

練

自
動
車
整
備
科(

二
級
課
程
）

四
〇
人

技
術
学
校

設
備
シ
ス
テ
ム
科

四
〇
人

メ
カ
ニ
カ
ル
デ
ザ
イ
ン
科

一
〇
人

短
期
課
程

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
造
園
科

二
〇
人

溶
接
科

二
〇
人

山
口
県
立
西

普
通
職
業

普
通
課
程

自
動
車
整
備
科(

二
級
課
程
）

四
〇
人

部
高
等
産
業

訓

練

イ
ン
テ
リ
ア
木
工
科

一
〇
人

技
術
学
校

木
造
建
築
科

四
〇
人

短
期
課
程

左
官
・
タ
イ
ル
施
工
科

二
〇
人

電
気
工
事
・
設
備
科

二
〇
人

エ
ク
ス
テ
リ
ア
・
造
園
科

二
〇
人

建
築
設
備
科

二
〇
人
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